
広島市都市計画提案制度手続要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、広島市決定の都市計画に対する都市計画法の第 21 条の２若しく

は第�75�条の�9�又は都市再生特別措置法第�37�条の規定に基づく提案制度の手続に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 本要領で用いる用語の定義は以下のとおりとする。 

(1) 土地所有者等 提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とす

る対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設

定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者 

(2) まちづくりＮＰＯ等 まちづくりの推進を図ることを目的とする特定非営利

活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財

団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住

宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都

市計画法施行規則第１３条の３で定める団体 

(3) 都市計画協力団体 都市計画法第 75 条の 5 に基づき広島市が指定する団体

(4) 都市再生事業を行おうとする者 都市再生緊急整備地域内において、都市再

生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、

都市再生特別措置法第２条の規定による都市開発事業を行おうとする者 

(5) 計画素案 提案される都市計画の素案

(6) 行政素案 提案を踏まえて広島市が作成した都市計画の素案

(7) 都市計画の案 都市計画の決定又は変更にあたり、公衆に公告・縦覧し、広島

市都市計画審議会（以下「審議会」という。）に付議するために、広島市が作成

する都市計画の最終案 

（提案要件） 

第３条 広島市に都市計画の決定又は変更を提案できる要件は、都市計画法の第 21 条

の２若しくは同法第 75 条の 9 又は都市再生特別措置法第 37 条の規定に従い、次に

掲げるところによるものとする。 

(1) 都市計画法に基づく提案の場合

ア 提案できる者は、提案に係る区域内の土地所有者等若しくはまちづくりＮ
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ＰＯ等又は都市計画協力団体であること 

イ 提案に係る区域内の土地所有者等又はまちづくりＮＰＯ等による提案にあ

っては、その区域が、都市計画区域内の 0.5ha 以上（都市計画法施行令第 15

条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例による場合を除

く）の一団の土地であること 

ウ 都市計画協力団体による提案にあっては、当該都市計画協力団体の都市計

画法第 75 条の 5 第 1 項に基づく指定の際に付された条件によるもの 

エ 計画素案の内容が、都市計画法第 13 条その他の法令の規定に基づく都市計

画に関する基準に適合していること 

オ 計画素案の対象となる土地（国又は地方公共団体が所有している土地で、

公共施設として利用されている土地は除く）の区域内の土地所有者等の三分

の二以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等が所有又は賃

借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積及び借地権の目的とな

っている土地の総地積の合計の三分の二以上となること 

(2) 都市再生特別措置法に基づく提案の場合

ア 提案できる者は、都市再生事業を行おうとする者であること

イ 提案に係る区域が、0.5ha 以上の事業規模を有する都市再生事業に係る土

地の全部又は一部を含む一団の土地であること 

ウ 計画素案の内容が、都市計画法第 13 条その他の法令の規定に基づく都市計

画に関する基準に適合していること 

エ 計画素案の対象となる土地（国又は地方公共団体が所有している土地で、

公共施設として利用されている土地は除く）の区域内の土地所有者等の三分

の二以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等が所有又は賃

借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積及び借地権の目的とな

っている土地の総地積の合計の三分の二以上となること 

オ 計画素案に係る事業が環境影響評価法第２条第４項の規定又は広島市環境

影響評価条例第２条第２項の規定による対象事業に該当するものであるとき

は、同法第�27�条又は同条例第�22�条の規定による公告が行われていること 

２ 前項の規定における提案に係る区域の規模については、整備対象でない公共施設

（道路、公園、広場等）を含めないものとする。 

３ 提案を行おうとする者は、提案に係る資料の作成の前に、様式１の提案手続相談

記録シート（以下「相談記録シート」という。）により、都市整備局都市計画課に事

前相談を行うように努めるものとする。 

４ 広島市は、前項の規定に基づく事前相談その他の相談があった場合には、都市計
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画に関する情報の提供などの提案者への支援に努めなければならない。 

（提出資料） 

第４条 都市計画の決定又は変更の提案を行う者（以下「提案者」という）は、広島市

に次の資料を提出しなければならない。 

(1) 都市計画法に基づく提案の場合

ア 提案書（様式２の内容が記載されたもの）

イ 都市計画の素案（別表１の書類が添付されたもの）

ウ 土地所有者等の同意を証する書類（別表２の書類が添付されたもの）

(2) 都市再生特別措置法に基づく提案の場合

第１号及び次に掲げる資料とする。 

ア 都市再生事業に関する計画書（様式３の内容が記載されたもの）及び図書

（別表３の書類が添付されたもの） 

イ 第３条第１項２号オに該当する事業の場合は、環境影響評価法第 27 条又は

広島市環境影響評価条例第 22条の規定による公告が行われたことを証する書

類 

ウ 提案に係る関係機関との協議状況に関する資料

２ 提案者は、前項に定める資料のほか、必要に応じて次の資料を提出することとす

る。ただし、提案する都市計画の内容による必要な事項は別途定めることとする。 

(1) 提案する都市計画の周辺環境への影響に関する資料

(2) 周辺住民等への説明の経緯に関する資料

(3) その他提案内容の説明に必要な資料

３ 前２項に掲げる資料の提出先は、都市整備局都市計画課とする。 

（提案の受理） 

第５条 広島市は、前条の規定に基づき、前２条の要件を備えた資料の提出があった

場合には、これを受理する。 

２ 広島市は、前条の規定に基づき提出された資料が、前２条の要件を備えていない

場合には、提案者に資料の訂正を求めるものとする。 

３ 広島市は、前項の規定による資料の訂正要求に対し、提案者が訂正を行う意思が

ないことが確認された場合には、当該提案を不受理とする。 

４ 広島市は、前３項の手続時には、相談記録シートに手続の内容を記録するものと

　する。
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（提案の審査） 

第６条 提案の審査は、「広島市都市計画提案審査委員会（以下「委員会」という。）」

を設置し、次の各号に掲げる事項について行う。ただし、提案する都市計画の内容に

よる必要な事項は別途定めることとする。 

(1) 都市計画法に基づく提案の場合

ア 別表４に掲げる広島市のまちづくりの方針への適合性及びまちづくりへの

寄与の度合い 

イ 提案に係る区域内の住民及び周辺住民との調整状況

ウ 提案に係る区域内外の環境の保全及び創造への配慮状況

エ 早期の事業化の可能性の有無（必要に応じて、隣接地との境界確定状況）

(2) 都市再生特別措置法に基づく提案の場合

第１号アからウ及び次に掲げる事項とする。 

ア 都市再生特別措置法第 15 条の規定による都市再生緊急整備地域の地域整備

方針への適合性 

イ 事業実施の確実性

２ 広島市は、前項に規定する審査の結果を受けて、提案の採用、不採用を判断する。

提案を採用すると判断した場合は、これを踏まえた都市計画の決定又は変更の手続

を進めるものとする。 

３ 委員会の構成は次のとおりとする。ただし、必要に応じて、別表５に掲げる者を加

えることとする。 

(1) 都市整備局長

(2) 都市整備局次長

(3) 都市整備局都市計画担当部長

４ 委員会の委員長は都市整備局長、委員長代理は都市整備局都市計画担当部長をも

ってあてることとする。 

５ 委員会には、必要に応じて、実務作業を行う作業部会を設けることができる。 

（周辺住民等に大きな影響を与える提案についての手続） 

第７条 広島市は、受理した提案の内容が、周辺住民等に大きな影響を与えると判断

する以下の場合にあっては、第６条の委員会開催に先立って、その内容を２週間以

上ホームページで公開し、住民及び利害関係人から意見を募集することができる。 

(1) 計画素案の対象となる土地の用途地域に関する都市計画により定められた容

積率の最高限度に 200％を加えた数値を超える数値を容積率の最高限度として定

めるもの 
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(2) 計画素案に係る事業が環境影響評価法第２条第４項の規定又は広島市環境影

響評価条例第２条第２項の規定による対象事業に該当するもの 

２ 広島市は、前項による意見を受理した場合には、その内容を第６条の委員会にお

いて報告しなければならない。 

３ 広島市は、前項による報告において、意見の個人名が識別可能な情報は非公開と

しなければならない。 

４ 提案者からの申し出があった場合には、広島市は提案者に対して、提案の内容及

び第２項の意見への対応等について、委員会の場で説明することを認めることがで

きる。 

（受理した提案に係る情報の公開） 

第８条 広島市は、第５条第１項の規定により受理した提案について、提案の内容、委

員会の審査結果、採用、不採用の市の判断及び都市計画手続の状況をホームページ

　等で公開するものとする。 

２ 広島市は、前項による情報の公開において、提案者や同意者等の個人名が識別可

能な情報は非公開としなければならない。 

（都市計画決定する場合の手続） 

第９条 広島市は、第６条第２項の規定により、提案を採用することを決定した場合

は、必要に応じて提案の趣旨を踏まえた範囲内で計画素案の修正を行い、行政素案

を作成する。 

２ 行政素案の作成は、当該提案に係る計画担当課が行う。 

３ 広島市は、作成した行政素案により、都市計画決定手続を進める。この際の手続は

、行政発意による通常の都市計画手続と同様とする。ただし、行政素案が計画素案と

ほぼ等しく、また、提案者が、計画素案について、本市が別途定める公聴会、説明会

等の開催基準に準ずる形式により、公聴会、説明会等を開催したと認められる場合

は、これを省略することができる。 

４ 広島市は、都市計画の案を審議会に付議するにあたり、併せて、当該提案に係る計

画素案を提出しなければならない。 

（都市計画決定しない場合の手続） 

第１０条 広島市は、第６条第２項の規定により、提案を不採用とすることを決定し

た場合は、当該提案に係る計画素案を提出して、審議会の意見を聴かなければなら

ない。 
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２ 広島市は、前項の規定により審議会の意見を聴いた結果、提案を不採用とするこ

とが適当と認められたときは、提案者に対し、すみやかに不採用の旨及びその理由

を通知しなければならない。 

３ 広島市は、第１項の規定により審議会の意見を聴いた結果、提案を不採用とする

ことが適当でないと認められた場合には、直ちに委員会を開催し、提案の採用につ

いて再度検討を行う。 

（提案者による意見陳述） 

第１１条 広島市は、前２条の規定により審議会への付議又は審議会の意見聴取を行

う場合は、提案者に対し、事前に審議会開催の通知を行うものとする。 

２ 提案者は、前項の規定による通知があった場合は、書面（様式４）により、審議会

における意見陳述を申し出ることができる。 

３ 広島市は、前項の規定による申出があった場合には、原則としてこれを認めなけ

ればならない。 

４ 広島市は、第２項の規定による申出を認めない場合には、その理由を記載した書

面により、提案者に通知しなければならない。 

（庶務） 

第１２条 都市計画提案制度に係る庶務は、都市整備局都市計画課が行う。 

（その他） 

第１３条 この要領で定めるもののほか、必要な事項については次の各号に示す基準

に定めるものとする。 

(1) 広島市都市再生特別地区の提案に関する取扱基準

(2) 広島市生産緑地地区の指定等に関する取扱基準

(3) 広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準

２ この要領で定めるもののほか、都市計画提案制度の運用に関し必要な事項は、都

市整備局長が定める。 

附 則 

この要領は、平成 15 年７月 31 日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年１１月２９日から施行する。 

附 則 

（押印廃止による様式の変更）

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

（改元による様式の変更）附 則 

この要領は、令和２年３月３１日から施行する。 

（都市計画法施行令第�15�条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例の制定及び広島

市都市計画協力団体指定要綱の策定等に伴う変更 

附  則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。
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様式１ 

提案手続相談記録シート 

１ 事前相談の内容（できるだけ相談者が記入してください） 

①相談者氏名

②相談者連絡先
住  所 〒 

電話番号 

③提案地の場所
区 

面積    ha 

土地所有者等の数（概数でも可） 人 

④ 提 案 地 の 都 市

計 画 決 定 の 状

況

区域区分等 １．市街化区域 ２．市街化調整区域 ３．準都市計画区域 

用途地域 

建蔽率、容積率 建蔽率 ％  容積率 ％ 

地区計画の有無 

都市施設（道路、

公園等）の都市計

画決定状況 

⑤ 提 案 地 に 係 る

そ の 他 の 建 築

制限

⑥相談の内容

⑦備考

※１ ④、⑤は、市役所ホームページ（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）または、都市

計画課及び各区役所建築課の端末機で確認できます。 

※２ 図面等があれば添付してください。
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様式１続き 

２ 提案資料の提出状況 

年  月  日 手続の内容（※） 提案者確認欄 広島市確認欄 

※ 事前相談、提案書類の仮受付・訂正指示・受理・不受理等の手続の内容を広島市が記載す�

る。 
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様式２ 

提 案 書 

広島市長  様 

 都市計画法第 21 条の 2・都市計画法第 75 条の 9・都市再生特別措置法第 37 条の規定に

基づき、都市計画の決定又は変更について提案します。 

なお、提出資料が事実と相違ないことを申し添えます。 

令和  年  月  日 

提案者 氏 名 

住 所 

連絡先 

権利名等：所有権、借地権、法人、都市計画協力団体 
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様式２続き 

提案説明書 

提

案

の

内

容 

都市計画の種類 

位置 

面積 

区域 別添図面のとおり 

提案理由 

提案する都市計

画の内容 

参

考

事

項 

現行の都市計画

の状況 

都市計画法以外

の規制の状況 

同

意

状

況 

土 地 所 有 者

等 

（総数） （同意者数） （同意の割合） 

土地面積 （同意対象面積） （同意面積） （同意の割合） 

提案者としての

要件を備えてい

ることを証する

書類 

個人の場合は登記簿謄本等、団体の場合は登記簿謄本、定款等

を添付してください。 

備

考 
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様式３ 

都市再生事業に関する計画書 

１ 事業の名称 

２ 事業の目的 

３ 事業区域 

⑴ 位置

⑵ 面積 ㎡ 

４ 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 

⑴ 建築物の建築面積等

建築物 

番 号 
階数 高 さ 

建築面

積 

延べ面

積 

敷地面

積 

延 べ 面 積

の 敷 地 面

積 に 対 す

る割合 

建 築 面 積

の 敷 地 面

積 に 対 す

る割合 

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ 

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ 

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ 

合 計 ㎡ ㎡ ㎡ 

注１ 「建築物番号」の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図におい

て建築物ごとに付した番号を記入してください。 

  ２ 「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 

⑵ 建築物の構造方法、設備及び用途

[建築物番号] 

[構造方法] 

[設備] 

[用途] 

注１ すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 

  ２ [構造方法]の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」

の別を記入してください。 

  ３ [設備]の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 

  ４ [用途]の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途区分に従い、用途をできる

だけ具体的に記入してください。 
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様式３続き 

５ 公共施設の種類及び規模 

[公共施設番号] 

[公共施設の種類] 

[公共施設の規模] 

注１ ［公共施設番号］の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図に

おいて公共施設ごとに付した番号を記入してください。 

  ２ すべての整備する公共施設について公共施設ごとに作成してください。 

  ３ ［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類にも応じて適

宜記入してください。 

６ 工事着手の時期及び事業施行期間 

[事業の着手の予定年月日] 年 月 日 

[事業の完了の予定年月日] 年 月 日 

７ 資金計画 

内  訳 金  額（百万円） 

支 出 

用 地 費 

除 却 費 

整 地 費 

建 築 費 

事 務 費 

借入金利息 

○ ○ ○

計 

収 入 

自 己 資 金 

借 入 金 

（借入先） 

○ ○ ○

  計  
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様式４ 

意見陳述申出書 

広島市長  様 

 都市計画法第 21 条の 2・都市計画法第 75 条の 9・都市再生特別措置法第 37 条の規定に

基づき、令和 年 月 日付で提案いたしました都市計画の提案に関して、下記のとおり、

広島市都市計画審議会・広島市都市計画提案審査委員会での意見陳述を申し出ます。 

記 

意見陳述の要旨 

令和  年  月  日 

提案者 氏 名 

住 所 

連絡先 

権利名等：所有権、借地権、法人、都市計画協力団体 
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別表１ 都市計画の素案に必要な図書 

（１）計画書

都市計画の種類、名称、位置及び区域等、都市計画の内容を表示した文書

（２）総括図

広島圏都市計画区域内又は広島湯来準都市計画区域内の各都市計画（提案に係る都

市計画を含む）を表示し、これらの相互関係を明らかにした図面。原則として縮尺

1/25,000 の地形図を使用すること。 

※本市の都市計画総括図に、提案に係る都市計画を記入したものでも可

（３）計画図

提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示された図面。原則として縮尺

1/2,500 の図面とすること。 

（４）参考図（必要に応じて添付）

新旧対照図、施設平面図、断面図など

別表２ 土地所有者等の同意を証する書類 

（１）土地所有者等一覧表及び隣接地の所有者等一覧表

※土地所有者等においては同意の有無を併記すること

※原則として隣接地との境界は確定されていることとし、その旨を併記すること

（２）土地所有者等の同意書

・ 都市計画法の第�21�条の�2�若しくは第�75�条の�9�又は都市再生特別措置法第�37�条

の規定に基づく都市計画の提案に対する同意である旨が記載されていること

・ 提案者の氏名及び同意の日付が記載されていること

・ 一筆ごとに、土地の所在地、権利名、土地面積、権利者の住所・氏名・連絡先が明

記され、原則、権利者本人の自筆による署名があるもの（複数筆の権利者につい

ては、一括の同意書でも可）�

（３）提案区域内等の土地の権利関係を明らかにする書類

区域内の土地及び隣接する土地に関する登記簿謄本、公図等（いずれも交付後 3 ヵ

月以内のもの） ※未登記のものについては、その権利関係を証明する書類（契約書等） 

（参考） 
同 意 書 

  （提案者氏名） 様 

令和  年  月  日 

都市計画法第 21 条の 2・都市計画法第 75 条の 9・都市再生特別措置法第 37 条の規
定に基づく都市計画の決定又は変更の提案に関し、別添の都市計画の素案に同意しま
す。 

所 在 地： 
権 利 名： 
面  積： 
住  所： 
氏  名： 
連 絡 先： 
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別表３ 都市再生事業に関する図書 

（１）方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

（２）縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区

域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図

（３）縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図

（４）縮尺を表示した建築する建築物の二面以上の立面図

別表４ 広島市のまちづくりの方針 

（１）広島市総合計画

（２）都市計画法第 6 条の２第１項の規定による都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針

（３）都市計画法第 18 条の２第１項の規定による都市計画に関する基本的な方針

（４）その他広島市が定める部門計画、広島市緑の基本計画、広島市環境基本計画、広

島市景観計画、水の都ひろしま構想、ひろしま都心活性化プラン 等

別表５ 提案の審査に関係する部署・職位及び内容 

関係部署・職位 審査内容 

環境局次長 環境影響評価に関すること 

都市機能調整部長 都心の開発事業に関すること 

都市機能調整部都市再開発担当部長 市街地開発事業に関すること 

西風新都整備部長 西風新都のまちづくりに関すること 

農林水産部長 農業政策に関すること 

各区役所（農林）建設部長 各区の道路等に関すること 

その他当該提案に関係する部署の担当

部長又は同等の職位の者 
その他当該提案の内容に関すること 




